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(57)【要約】
【課題】肌に優しく簡便に使用できる微弱電流具を提供
する。
【解決手段】　肌に接触させて使用する微弱電流具であ
って、基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含
み、前記微弱電流部は、互いに電位差を有する第１電極
部と第２電極部の２種類の電極部と、前記第１電極部と
前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、前記第
１電極部と前記第２電極部とを肌側で絶縁する絶縁部と
、を含み、前記第１電極部は、所定の電位を有する第１
物質を主として含む第１繊維を含み、前記第２電極部は
、前記第１物質より低い電位を有する第２物質を主とし
て含む第２繊維を含む、微弱電流具。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌に接触させて使用する微弱電流具であって、
　基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含み、
　前記微弱電流部は、
　互いに電位差を有する第１電極部と第２電極部の２種類の電極部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部とを肌側で絶縁する絶縁部と、を含み、
　前記第１電極部は、所定の電位を有する第１物質を主として含む第１繊維を含み、
　前記第２電極部は、前記第１物質より低い電位を有する第２物質を主として含む第２繊
維を含む
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項２】
　請求項１に記載の微弱電流具であって、
　前記第１繊維及び前記第２繊維は、前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項３】
　請求項２に記載の微弱電流具であって、
　前記第１繊維及び前記第２繊維の、前記基部から肌側に突出する部分である突出部は、
略逆U字状である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記第１電極部及び前記第２電極部は、前記第１繊維及び前記第２繊維を前記基部から
引き出す作業を、間隙をもって繰り返すことで形成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記導電部は、前記第１繊維又は前記第２繊維の、前記突出部以外の部分である根元部
で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記第１電極部及び前記第２電極部は、絶縁性を有する糸である絶縁糸を含み、
　前記絶縁糸は、前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、導電性を有する導電物質を含み、
　前記導電部は、前記基部が兼ねている
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記絶縁部は、前記第１電極部と前記第２電極部との間に絶縁性を有する糸である絶縁
糸が前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、編物で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
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【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、可撓性を有するシート状の素材で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１２】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、接着剤又は粘着剤が設けられた貼付けテープである
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１３】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の微弱電流具であって、
　前記電極部は、前記保持部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、前記電極部毎に独立して形成される複数の部分で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記絶縁部は、前記第１電極部及び前記第２電極部の一方又は双方と一体に形成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　２つの前記基部を含み、
　前記基部は、本体基部と、被覆基部とを含み、
　前記第１電極部は、前記本体基部に設置され、
　前記第２電極部は、前記被覆基部に設置され、
　前記被覆基部は、前記本体基部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚などに微弱電流を流す微弱電流具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の皮膚に微弱な電流を流し、健康を促進する療法が広く行われている。人体に適切
な微弱電流を与えることにより、人間の自然治癒力が高まると言われている。そのことに
着目した治療法として、マイクロカレントセラピーが挙げられる。マイクロカレントセラ
ピーは、外部から人工的に微弱電流を流すことにより、ミトコンドリアによる傷の修復に
必要なＡＴＰ（アデノシン三燐酸）酵素の生成の促進や、たんぱく質の合成を促進するも
のである。マイクロカレントセラピーは特に外傷の治療に効果があると言われている。ま
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た、外傷の治療を目的としたものではないが、人間の皮膚に微弱電流を流すことにより、
人体内に本来的に流れているバイオ電流の乱れを整え、人間の細胞組織のイオン配列を整
え、これによって病気の予防や治癒に役立てることも広く行われている。このような微弱
電流治療器として、種々の微弱電流発生装置が開発され製品化されている。
【０００３】
　例えば、正極と負極とを電気的に接続してなり、前記正極と前記負極とを生体に接触さ
せることにより生体に微弱電流を流す電気回路を形成する生体電池治療具であって、前記
正極は不働態被膜を形成した金属で、不働態皮膜を形成することにより、前記負極を構成
する金属よりもイオン化傾向が貴の性質を有する生体電池治療具が提案されている（特許
文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１４４６３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、従来の微弱電流具は、電極と肌との接触面が広いため、肌が蒸れる、かぶれる
等の皮膚トラブルが発生しやすい。また、使用者が気軽に使用するためには肌に接触させ
る手段も重要であるが、従来の微弱電流具はこのような提案がされていない。
【０００６】
　本発明は、上記課題の少なくとも一つを解決するためのものであり、肌に優しく簡便に
使用できる微弱電流具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した少なくとも１つの課題を解決するために、本発明に係る微弱電流具は、肌に接
触させて使用する微弱電流具であって、基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含
み、前記微弱電流部は、互いに電位差を有する第１電極部と第２電極部の２種類の電極部
と、前記第１電極部と前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、前記第１電極部と
前記第２電極部とを肌側で絶縁する絶縁部と、を含み、前記第１電極部は、所定の電位を
有する第１物質を主として含む第１繊維を含み、前記第２電極部は、前記第１物質より低
い電位を有する第２物質を主として含む第２繊維を含む。
【０００８】
　また、前記第１繊維及び前記第２繊維は、前記基部から肌側に突出して設けられてもよ
い。
【０００９】
　また、前記第１繊維及び前記第２繊維の、前記基部から肌側に突出する部分である突出
部は、略逆U字状であってもよい。
【００１０】
　また、前記第１電極部及び前記第２電極部は、前記第１繊維及び前記第２繊維を前記基
部から引き出す作業を、間隙をもって繰り返すことで形成されてもよい。
【００１１】
　また、前記導電部は、前記第１繊維又は前記第２繊維の、前記突出部以外の部分である
根元部で構成されてもよい。
【００１２】
　また、前記第１電極部及び前記第２電極部は、絶縁性を有する糸である絶縁糸を含み、
前記絶縁糸は、前記基部から肌側に突出して設けられてもよい。
【００１３】
　また、前記基部は、導電性を有する導電物質を含み、前記導電部は、前記基部が兼ねて
いてもよい。



(5) JP 2020-121100 A 2020.8.13

10

20

30

40

50

【００１４】
　また、前記絶縁部は、前記第１電極部と前記第２電極部との間に前記絶縁糸が前記基部
から肌側に突出して設けられてもよい。
【００１５】
　また、前記基部は、編物で構成されてもよい。
【００１６】
　また、前記基部は、サポータ又は被服で構成されてもよい。
【００１７】
　また、前記基部は、可撓性を有するシート状の素材で構成されてもよい。
【００１８】
　また、保持部を含み、前記保持部は、接着剤又は粘着剤が設けられた貼付けテープであ
ってもよい。
【００１９】
　また、保持部を含み、前記保持部は、サポータ又は被服で構成されてもよい。
【００２０】
　また、前記電極部は、前記保持部から着脱可能であってもよい。
【００２１】
　また、前記基部は、前記電極部毎に独立して形成される複数の部分で構成されてもよい
。
【００２２】
　また、前記絶縁部は、前記第１電極部及び前記第２電極部の一方又は双方と一体に形成
されてもよい。
【００２３】
　また、２つの前記基部を含み、前記基部は、本体基部と、被覆基部とを含み、前記第１
電極部は、前記本体基部に設置され、前記第２電極部は、前記被覆基部に設置され、前記
被覆基部は、前記本体基部から着脱可能であってもよい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、肌に優しく簡便に使用できる微弱電流具を提供することができる。
【００２５】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施形態１に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図。
【図２】実施形態１に係る微弱電流具の斜視図の一例である。
【図３】実施形態１に係る微弱電流具の電極部の形成の一例を示す図である。
【図４】実施形態１の変形例１に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図。
【図５】実施形態１の変形例２に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図。
【図６】実施形態１の変形例３に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図。
【図７】実施形態１の変形例３に係る微弱電流具の斜視図の一例である。
【図８】実施形態１の変形例４に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図。
【図９】実施形態１の変形例４に係る微弱電流具の斜視図の一例である。
【図１０】実施形態１の変形例４に係る微弱電流具の電極部、導電部及び基部の形成の一
例を示す図である。
【図１１】実施形態１の変形例４の適用例を示す平面図の一例である。
【図１２】実施形態１の変形例４の適用例を示す一部拡大図である。
【図１３】実施形態２に係る微弱電流具の一例を示す図である。
【図１４】実施形態２に係る微弱電流具の他の一例を示す横断面図である。
【図１５】実施形態２に係る微弱電流具の他の一例を示す横断面図である。
【図１６】実施形態２に係る微弱電流具の他の一例を示す平面図である。
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【図１７】実施形態２に係る微弱電流具の他の一例を示す平面図である。
【図１８】実施形態２に係る微弱電流具の使用例を示す図である。
【図１９】実施形態２に係る微弱電流具の使用例を示す図である。
【図２０】実施形態２の変形例１に係る微弱電流具の一例を示す図である。
【図２１】実施形態３に係る微弱電流具の例を示す図である。
【図２２】実施形態３に係る微弱電流具の例を示す図である。
【図２３】実施形態３に係る微弱電流具の例を示す図である。
【図２４】実施形態３に係る微弱電流具の一例を示す横断面図である。
【図２５】実施形態３に係る微弱電流具の他の一例を示す横断面図である。
【図２６】実施形態４に係る微弱電流具の一例を示す横断面図である。
【図２７】実施形態４に係る微弱電流具の他の一例を示す横断面図である。
【図２８】実施形態５に係る微弱電流具の一例を示す図である。
【図２９】実施形態５の変形例１に係る微弱電流具の一例を示す模式図である。
【図３０】実施形態６に係る微弱電流具の一例を示す図である。
【図３１】実施形態６に係る微弱電流具の横断面の一例を示す模式図である。
【図３２】本発明の他の例に係る微弱電流具を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に本発明の実施形態の例を図面を用いて説明する。なお、下記実施形態において共
通する構成要素については、前出の符号と同様な符号を付し説明を省略することがある。
また、構成要素等の形状、位置関係等に言及する場合は、特に明示した場合及び原理的に
明らかにそうでないと考えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似す
るもの等を含むものとする。
【００２８】
　＜実施形態１＞
　図１～図３は実施形態１に係る微弱電流具１００を説明するための図で、図１はその横
断面の一例を示す模式図、図２は斜視図の一例、図３は電極部の形成の一例を示す図であ
る。以下では、微弱電流具及びその構成部分において、図１に図示の上側（肌Sと接触す
る部分が配置される側）を肌側とし、下側を裏側として説明する。
【００２９】
　微弱電流具１００は、皮膚などに微弱電流を流すもので、肌に接触させて使用する。微
弱電流具１００は、互いに電位差を有し、電気的に接続される第１電極部１０及び第２電
極部２０の２種類の電極部を含み、これらの電極部と肌とで電気的閉回路を形成して肌に
微弱電流（Ｉ）を流す。以下では、微弱電流具１００において、この２種類の電極部と、
２種類の電極部を電気的に接続する導電部と、２種類の電極部を肌側で絶縁する絶縁部を
含む部分を微弱電流部ともいう。微弱電流部は、微弱電流具１００の基部５０に設置され
る。
【００３０】
　第１電極部１０は所定の電位を有する第１物質を含む繊維である第１繊維を含んで構成
され、第２電極部２０は第１物質より低い電位を有する第２物質を含む繊維である第２繊
維を含んで構成される。第１繊維及び第２繊維は、基部５０から突出するように設けられ
る。好ましくは、第１繊維及び第２繊維は、基部から突出する部分である突出部が可撓性
を有するように設けられる。
【００３１】
　一例として、図１に示すように、第１繊維１は、突出部１１が略逆Ｕ字状となるように
設けられる。突出部１１の高さH１は、例えば、０．５ｍｍ～１０．０ｍｍで、好ましく
は、１．０ｍｍ～７．０ｍｍである。なお、後述例でインナーウェアに設置される場合は
０．５ｍｍ～３．０ｍｍぐらいが望ましく、サポータに設置される場合は２．０ｍｍ～１
０．０ｍｍぐらいが望ましい。
【００３２】
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　第１繊維１は、突出部１１以外の部分である根元部１２が基部５０の中（基部５０の肌
側面５１と裏側面５２の間）に埋もれるように設けられてもよいし、基部５０を貫通して
一部が基部５０の裏側に露出するように設けられてもよい。
【００３３】
　第１繊維１には、例えば、金、白金又は銅等の金属を主として含む繊維が用いられる。
第１繊維１は、前述金属がメッキされた繊維等であってもよい。また、前述金属を練り込
んだ繊維や、前述金属が塗布や巻き付けられた繊維、混紡された繊維でもよい。第１繊維
１は、複数の前述繊維を寄せ集めて捻り合せたものでもよい。第１繊維１は、断面が円形
でもよいし、他の形状でもよい。第１繊維の線径（又は断面最大幅）は、例えば、１０μ
ｍ～５ｍｍである。例えば、第１繊維１が、前述金属を主体とした例えば金線の場合や、
前述金属に例えば黄銅線に金メッキした場合には、線径が１０μｍ～５００μｍ、前述金
属を練り込んだ場合には、１００μｍ～１ｍｍ、前述金属を塗布や巻き付け、混紡された
繊維などでは５００μｍ～５ｍｍである。
【００３４】
　なお、第１繊維は、他の繊維に沿って設置され（例えば編込まれ）てもよく、例えば３
００μｍの太さのばね性のある金属繊維が用いられ、自らの反発力で肌に接触し続けても
よい。
【００３５】
　第２繊維２は、第１繊維１と同様に、突出部２１が略逆Ｕ字状となるように設けられる
。突出部２１の高さH２は、例えば、０．５ｍｍ～１０．０ｍｍで、好ましくは、１．０
ｍｍ～７．０ｍｍである。なお、後述例でインナーウェアに設置される場合は０．５ｍｍ
～３．０ｍｍぐらいが望ましく、サポータに設置される場合は２．０ｍｍ～１０．０ｍｍ
ぐらいが望ましい。
【００３６】
　第２繊維２は、突出部２１以外の部分である根元部２２が基部５０の中（肌側面５１と
裏側面５２の間）に埋もれるように設けられてもよいし、基部５０を貫通して一部が基部
５０の裏側に露出するように設けられてもよい。
【００３７】
　第２繊維２には、例えば、亜鉛、チタン、アルミニューム、ステンレス又は銅等の金属
を主として含む繊維が用いられる。第２繊維２は、前述金属がメッキされた繊維等であっ
てもよい。前述金属を練り込んだ繊維や、前述金属が塗布された繊維、巻き付けられた繊
維、混紡された繊維でもよい。第２繊維２は、複数の前述繊維を寄せ集めて捻り合せたも
のでもよい。第２繊維２は、断面が円形でもよいし、他の形状でもよい。第２繊維の線径
（又は断面最大幅）は、例えば、１０μｍ～５ｍｍである。第２繊維２には、例えば１０
μｍ～３００μｍの鉄材やステンレス材、銅材に亜鉛メッキや錫メッキしたものが用いら
れる。また、例えば、第２繊維２が、前述金属を練り込んだ場合には、１００μｍ～１ｍ
ｍ、前述金属を塗布や巻き付け、混紡された繊維などでは５００μｍ～５ｍｍである。
【００３８】
　なお、第２繊維は、他の繊維に沿って設置され（例えば編込まれ）てもよく、例えば３
００μｍの太さのばね性のある金属繊維が用いられ、自らの反発力で肌に接触し続けても
よい。
【００３９】
　導電部３０は、一例として、導電性を有する導電物質を含んで構成され、例えば、導電
線３から構成される。導電線３は、導電性を有する金属又は炭素を主として含む繊維であ
ってもよい。
【００４０】
　導電線３は、一例として、第１繊維１の根元部１２及び第２繊維２の根元部２２を接続
するように基部５０に設置される。導電線３は、第１繊維及び第２繊維を電気的に接続す
ればよく、基部５０の中（肌側面５１と裏側面５２の間）に埋もれるように設けられても
よいし、基部５０ないし微弱電流具１００の裏側で第１繊維及び第２繊維を接続するよう
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に設けられてもよい。
【００４１】
　なお、電極として作用させるための物質、および、導電部として作用させるための物質
は、金属に限られない。電位差（イオン化傾向）の違いを利用して、生体内に微弱電流を
発生することができる組み合わせであれば良く、異種金属の組み合わせに限らず、導電性
高分子、導電性酸化物などを組み合わせてもよい。また、半導体と呼ばれるものであって
もよい。
【００４２】
　基部５０は、ここでは、絶縁材で構成されるシート状の部材である。基部５０には、織
物や編物が用いられてもよいし、シリコンゴム、紙、布、スポンジ等が用いられてもよい
。基部５０は、これらの素材で網状のシートに形成されてもよい。基部５０には、遠赤外
線を発する素材や、炭素等を含む素材が含まれてもよい。
【００４３】
　図２に示すように、微弱電流具１００において、第１電極部１０は第１繊維１が配置さ
れている部分（領域）で構成され、第２電極部２０は第２繊維２が配置されている部分（
領域）で構成される。第１電極部１０は肌側に複数の突出部１１を有し、第２電極部２０
は肌側に複数の突出部２１を有する。
【００４４】
　第１電極部１０と第２電極部２０は、間隙（以下「電極部間隙」ともいう）をもって配
置される。電極部間隙は、両者が肌側で絶縁されるのに十分な間隙である。言い換えれば
、微弱電流具１００において、電極部間隙で絶縁部が構成される。電極部間隙は、例えば
、３．０ｍｍ～５０．０ｍｍである。インナーウェアに設置されて背中等を対象部位とす
る場合は、電極部間隙は５．０ｃｍ～３０．０ｃｍが望ましい。
【００４５】
　導電部３０は、ここでは肌側に露出しないように設置され、一例として、図２に示すよ
うに、基部５０の面方向に沿って閉じたループ状に設けられる。図示しないが、導電部３
０は、一定の間隔で内側から外側に広がる複数のループを形成するように設けられてもよ
い。
【００４６】
　図３に示すように、一例として、基部５０への第１繊維１の設置は、第１繊維１を基部
５０に織り込む、編み込むなどして行われる。なお、図３では、根元部１２が肌側面５１
から露出して図示されているが、これは説明の便宜のためのものであり、ここでは図１に
示すように根元部１２は肌側に露出しない。
【００４７】
　例えば、１本の第１繊維１を用いて、基部５０から肌側に略逆Ｕ字状に引き出す作業を
、間隙（以下「第１繊維間隙」ともいう）をもって繰り返すことで、肌側に複数の略逆Ｕ
字状の突出部１１が一列に形成され、裏側に複数のミシン目状の根元部１２が一列に形成
される。第１電極部１０は、複数本の第１繊維１を基部５０にこのように設置することで
形成される。また、第１繊維１の引出方向を基部５０に対して略垂直になるようにすれば
、突出部１１が基部５０の肌側面５１に略垂直に設けられる。図示しないが、基部５０へ
の第２繊維２の設置も、第１繊維１と同様に行える。
【００４８】
　微弱電流具１００は、電極部（第１電極部及び第２電極部）の略逆U字状に膨らむ突出
部が肌と接触し、根元部の設置面と肌との間に隙間が形成されるため、肌の蒸れを抑制で
きる。また、電極部と肌との接触面積が小さく、肌のかぶれを抑制できる。また、突出部
を略逆U字状に形成することで、肌との接触部分が撓み、肌との接触がよりやさしくなる
。
【００４９】
　また、引き抜き材などのばね性を有する素材を用いれば、反発力を維持し続けられる。
また、へたり、折れなどが発生しにくい。また、体の動きなどにより接触部分が動き、肌
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への電極部分の接触位置が変化することで、肌への刺激が集中しにくく、肌への刺激を軽
減すると共に効果の範囲も平均化されやすい。
【００５０】
　なお、第１繊維１の突出部１１は、基部５０の肌側面５１に直線状に設けられてもよい
。例えば、前述の作業において、第１繊維１を略逆U字状に引き出した後、上端を切断す
ることで２本の直線状の突出部１１に形成できる。突出部を直線状に形成する場合も、突
出部が肌と接触し、根元部の設置面と肌との間に間隙が形成されるため、通気性がよく、
肌の蒸れを抑制できる。また、電極部と肌との接触面積が小さく、肌のかぶれを抑制でき
る。
【００５１】
　なお、第１繊維１及び第２繊維２は、基部５０から突出するように設ければよく、例え
ば、間隙をもって基部に縫い付ける等してもよいし、基部５０から直線状に引き出しても
よい。また、根元部が肌側面に沿って設置する等して基部５０から露出してもよい。
【００５２】
　＜実施形態１の変形例１＞
　図４は、他の一例に係る微弱電流具１００ａの横断面の一例を示す模式図である。微弱
電流具１００ａは、主として、一の電極部が導電部を兼ねる点が前述例と異なる。
【００５３】
　微弱電流具１００ａは、２種類の電極部のうちの一の電極部が、導電部を兼ねる。以下
では、第２電極部が導電部３０ａを兼ねる例を説明するが、第１電極部が導電部３０ａを
兼ねてもよい。
【００５４】
　一例として、図示のように、第２電極部を構成する第２繊維２ａは、根元部２２ａが基
部５０を貫通して裏側面５２の面方向に沿って横方向に引き出されて、第１繊維１の根元
部１２と接続される。このように、導電部３０ａは、第２電極部の第２繊維２ａの根元部
２２ａで構成される。
【００５５】
　導電部３０ａは、複数の細かい曲線状ないし折れ線状の弛み部３７ａを含んで直線距離
よりも長く配線されるように設置されてもよい。これによって、基部５０等の伸び縮みや
、基部５０が折られる、押される、衝撃が与えられる等に起因する導電部３０ａの断線を
防止できる。複数の弛み部３７ａは、例えばゴム編（リブ編、畦編ともいう）という編み
方で形成されてもよい。
【００５６】
　導電部３０ａ、第２繊維２と他の繊維とを一緒に織り込むなどしてもよい。図示では、
裏側面５２に導電部３０ａが露出しているが、基部５０の中に埋もれるように設置されて
もよい。また、露出している導電部３０ａが、毛足の長い絶縁繊維で毛長に織り込まれて
覆われてもよい。さらには、絶縁布などを用いて、露出している導電部３０ａに被せる、
接合するなどしてこれを覆ってもよい。
【００５７】
　＜実施形態１の変形例２＞
　図５は、他の一例に係る微弱電流具１００ｂの横断面の一例を示す模式図である。微弱
電流具１００ｂは、主として、基部が導電部を兼ねる点、絶縁部を別途含む点が前述例と
異なる。
【００５８】
　微弱電流具１００ｂの基部５０ｂは、導電性を有する導電物質を含んで構成される。基
部５０ｂは、炭素繊維が編込まれたものでもよい。導電性を有するゴムやシリコンゴムが
用いられてもよい。基部５０ｂが導電性を有することで、基部５０ｂによって、第１繊維
１及び第２繊維２が、根元部において電気的に接続される。
【００５９】
　微弱電流具１００ｂは、さらに、絶縁部４０ｂを有し、絶縁部４０ｂによって肌側で第
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１電極部と第２電極部とが絶縁される。絶縁部４０ｂは、絶縁性の材料から形成され、基
部５０ｂの肌側面５１の上に載置される。図示のように、一例として、第１繊維１及び第
２繊維２は、根元部１２、根元部２２が絶縁部４０ｂを貫通して基部５０ｂに設置される
。
【００６０】
　なお、微弱電流具１００ｂは、第１繊維及び第２繊維の根元部が絶縁部４０ｂを貫通す
るようにして第１電極部及び第２電極部を形成し、絶縁部４０ｂから露出しているこれら
の根元部を溶融した導電性の素材で固着して基部５０ｂを形成してもよい。
【００６１】
　＜実施形態１の変形例３＞
　図６は、他の例に係る微弱電流具１００ｃの横断面の一例を示す模式図で、図７はその
斜視図の一例である。微弱電流具１００ｃは、主として、基部が導電部を兼ねる点、絶縁
部を別途含む点が前述例と異なる。基部５０ｂが導電部３０ｂを兼ねる点は、前述変形例
２と同様であるため、ここでは説明を省略する。なお、図７では根元部が肌側面から露出
して図示されているが、これは説明の便宜のためのもので、ここでは根元部は肌側に露出
しない。
【００６２】
　微弱電流具１００ｃの絶縁部４０ｃは、一例として絶縁性を有する糸である絶縁糸４ｃ
を含んで構成される。絶縁糸４ｃは、例えば、合成繊維（ナイロン・ポリエステル・アク
リル・ポリ塩化ビニル・ポリウレタン）や植物繊維、動物繊維、再生繊維等を用いて、紡
ぐ、撚る等して糸状にしたもの、動物繊維等を紡いで毛糸状にしたものである。
【００６３】
　絶縁糸４ｃは、第１繊維１と第２繊維２とが肌側で絶縁するように、両者の突出部同士
の間に、基部５０から突出して設けられる。絶縁糸４ｃは、一例として、図示のように、
基部５０から肌側に突出した部分である突出部４１ｃが、略逆Ｕ字状となるように設けら
れる。絶縁糸４ｃは、突出部４１ｃ以外の部分である根元部４２ｃが基部５０ｂの中に埋
もれるように設けられてもよいし、基部５０ｂを貫通して一部が基部５０ｂの裏側に露出
するように設けられてもよい。
【００６４】
　絶縁糸４ｃは、第１電極部１０と第２電極部２０との間の電極部間隙にのみ設けられて
もよいし、図示のように更に電極部間隙と平行している基部５０ｂの両端部に設けられて
もよい。また、図示しないが、電極部間隙と直交している基部５０ｂの両端部に設けられ
てもよい。
【００６５】
　基部５０ｂへの絶縁糸４ｃの設置は、前述第１繊維１と同様に、基部５０ｂに織り込む
、編み込む、縫い込むなどして行われることができ、ここでは詳細な説明を省略する。
【００６６】
　絶縁部４０ｃの突出部４１ｃの高さは、好ましくは、第１繊維及び第２繊維と同様であ
る。これによって、第１電極部及び第２電極部の絶縁を確実にし、高低差をなくして肌触
りをよくできる。
【００６７】
　＜実施形態１の変形例４＞
　図８は他の一例に係る微弱電流具１００ｄの横断面の一例を示す模式図、図９は斜視図
の一例で、図１０は電極部、導電部及び基部の形成の一例を示す図である。微弱電流具１
００ｄは、主として、第１電極部及び第２電極部が前述例と異なる。なお、図９では根元
部が肌側面から露出して図示されているが、これは説明の便宜のためのもので、ここでは
根元部は肌側に露出しない。
【００６８】
　なお、図９では、導電部３０ｄは、基部５０の面方向に沿って閉じたループ状に１本図
示されているが、基部５０の面方向に沿って複数のループを形成するように設けられても
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よい。また、前述の複数の弛み部を含んで直線距離よりも長く配線されるように設置され
てもよい。これによって、基部５０等の伸び縮みや、基部５０が折られる、押される、衝
撃が与えられる等に起因する導電部の断線を防止できる。なお、ここでは、弛み部を厚み
方向ではなく、長手方向で曲る（折れる）よう設けて、弛みを第１電極部と第２電極部と
を繋げる方向で持たせることで、基部５０からの露出を抑えることが出来る。
【００６９】
　第１電極部１０ｄは、第１繊維１と絶縁糸４ｃを含んで構成される。第１繊維１は突出
部１１が略逆U字状となるように基部５０に設けられ、絶縁糸４ｃは突出部４１ｃが略逆U
字状となるように基部５０に設けられる。
【００７０】
　突出部１１と突出部４１ｃは、図示ように同じ列に配列されるように基部５０ｄに設け
られてもよいし、突出部１１の列と突出部４１ｃの列が交互に配列されるように基部５０
ｄに設けられてもよいし、ランダムに配列されてもよいし、列を成さずランダムに設けら
れてもよい。ここでは、突出部１１と突出部４１ｃが同じ列に配列される例が図示されて
いる。
【００７１】
　第２電極部２０ｄは、第２繊維２と絶縁糸４ｃを含んで構成される。第２繊維２は突出
部２１が略逆U字状となるように基部５０ｄに設けられ、絶縁糸４ｃは突出部４１ｃが略
逆U字状となるように基部５０ｄに設けられる。
【００７２】
　突出部２１と突出部４１ｃは、図示ように同じ列に配列されるように基部５０ｄに設け
られてもよいし、突出部２１の列と突出部４１ｃの列が交互に配列されるように基部５０
ｄに設けられてもよいし、ランダムに配列されてもよいし、列を成さずランダムに設けら
れてもよい。ここでは、突出部２１と突出部４１ｃが同じ列に配列される例が図示されて
いる。
【００７３】
　図１０に示すように、一例として、ここでは、第１繊維１及び絶縁糸４ｃを組み合わせ
て組合せ体として、基部５０に織り込む、編み込む、縫い込むなどされる。組合せ方法と
しては、図示のように、両者を並行して用いる方法でもよいし、第１繊維１を絶縁糸４ｃ
に絡ませて用いる方法でもよいし、第１繊維１を絶縁糸４ｃに巻き付けて用いる方法でも
よい。
【００７４】
　例えば、１本の第１繊維及び１本の絶縁糸４ｃの組合せ体を用いて、基部５０から肌側
に略逆Ｕ字状に引き出す作業を、第１繊維間隙をもって繰り返すことで、肌側に複数の略
逆Ｕ字状の突出部１１及び突出部４１ｃが同列に一列に形成され、裏側に複数のミシン目
状の根元部１２及び根元部４２ｃが同列に一列に形成される。また、第１繊維１及び絶縁
糸４ｃの引出方向を基部５０に対して略垂直になるようにすれば、突出部１１及び突出部
４１ｃが基部５０の肌側面５１に略垂直に設けられる。図示しないが、基部５０への第２
繊維２及び絶縁糸４ｃの設置も、前述と同様に行える。
【００７５】
　これによって、絶縁糸４ｃとともに肌に接触することで第１繊維１及び第２繊維２の肌
触りがよりやさしくなる。
【００７６】
　より具体的には、微弱電流具１００ｄは、例えば、平編とともに立毛編（パイル編、プ
ラシュ編、ビロード編ともいう）を行い、絶縁糸４ｃを用いる平編で基部５０を形成し、
第１繊維及び絶縁糸（組合せ体）を用いる立毛編で第１電極部１０ｄを形成し、第２繊維
及び絶縁糸（組合せ体）を用いる立毛編で第２電極部２０ｄを形成できる。また、導電部
３０は、導電性繊維を用いて裏毛アトラス編で形成できる。絶縁部４０ｃは、絶縁糸４ｃ
を用いる立毛編で形成できる。このような編み方を用いれば、微弱電流具１００ｄの各部
分を簡便に形成できる。
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【００７７】
　なお、図１０では、導電部３０の弛み部を図示していないが、複数の弛み部を含んでも
よい。
【００７８】
　＜適用例＞
　図１１は実施形態１の変形例４の適用例を示す平面図の一例で、図１２は一部拡大図の
例である。
【００７９】
　微弱電流具１００ｅは、図１２に図示のように、第２電極部２０ｄが第２繊維２と絶縁
糸４ｃを含んで構成される。同様に、第１電極部１０ｄが第１繊維１と絶縁糸４ｃを含ん
で構成される。
【００８０】
　＜実施形態２＞
　図１３～図１９は、実施形態２に係る微弱電流具１００ｆを説明するための図で、図１
３（ａ）はその一例の平面図、図１３（ｂ）はその横断面図、図１４～図１５はそれぞれ
他の例に係る横断面図、図１６～図１７はそれぞれ他の例に係る平面図、図１８～図１９
は使用例を示す図である。
【００８１】
　微弱電流具１００ｆは、微弱電流部を含み、さらに保持部６０ｆを含む。なお、以下で
は、微弱電流具１００ｆが前述第１実施形態ないしその変形例に係る微弱電流部を含む構
成を例に説明するが、これらとは異なる微弱電流部を含むものでもよい。
【００８２】
　微弱電流具１００ｆの微弱電流部は、図１３に示すように、前述第１電極部１０、第２
電極部２０、導電部３０ｂを兼ねる基部５０ｂを含むものでもよい。図１４に示すように
、第１電極部１０と第２電極部２０との間（電極部間隙）に、前述の絶縁部４０ｃが設け
られてもよい。図１５に示すように、基部５０ｂの肌側面に絶縁部４０ｂが載置されても
よい。
【００８３】
　また、微弱電流部は、図１６に示すように、基部に複数の第１電極部１０と複数の第２
電極部２０が、交互に繰り返し配置されてもよい。なお、ここでは、基部５０ｂに設置さ
れる例が図示されているが、基部は前述の他の例が採用されてもよい。
【００８４】
　また、微弱電流部は、図１７に示すように、平面視三日月形状に形成されてもよい。よ
り具体的には、基部５０ｂが三日月形状に形成され、第１電極部及び第２電極部がこれに
対応した形状に構成される。なお、ここでは、基部５０ｂに設置される例が図示している
が、基部は前述の他の例が採用されてもよい。
【００８５】
　保持部６０ｆは、微弱電流部が使用者の対象部位の肌と接触するように保持する部材で
あり、例えば、貼付けテープである。微弱電流部は、保持部６０ｆの肌側面に配置される
。以下では、保持部６０ｆにおいて、微弱電流部が配置される部分を配置部６１ｆとし、
それ以外の部分を肌部６２ｆとする。
【００８６】
　配置部６１ｆは、肌側面の少なくとも一部に接着剤ないし粘着剤が設けられて、微弱電
流部が保持部６０に貼り付けられてもよい。
【００８７】
　肌部６２ｆは、肌側面の少なくとも一部に、使用者の肌に貼り付けるための接着剤ない
し粘着剤が設けられる。
【００８８】
　図１８（ａ）は、微弱電流具１００ｆを、肩、肩甲骨、腰に貼った状態を示している。
図１８（ｂ）は、微弱電流具１００ｆを、胸の左上部と右下部に貼った状態を示している
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。図１８（ｃ）は、微弱電流具１００ｆを、太腿、ひざ、くるぶし下部に貼った状態を示
している。図１８（ｄ）は、微弱電流具１００ｆを、すね、足の甲に貼った状態を示して
いる。図１８（ｅ）は、微弱電流具１００ｆをふくらはぎ上部、ふくらはぎ下部に貼った
状態を示している。ここでは、微弱電流具１００ｆが三日月形状であるため、その内側の
円弧で、手、足、肩等丸みを帯びたり、突出したりする部位（骨や筋肉、こぶ等の膨らみ
がある部位）の裾野に沿って貼り付けることができる。
【００８９】
　図１９に示すように、微弱電流具１００ｆは、比較的大きく形成されてもよい。例えば
、４０ｍｍ～３６０ｍｍであってもよい。第１電極部及び第２電極部を前述のように通気
性がよいものに構成することで、微弱電流具１００ｆは、大きく形成されても、肌が蒸れ
る、かぶれる等の皮膚トラブルが発生しにくく、安心して使用できる。
【００９０】
　なお、保持部６０ｆには、通気性を有する素材を用いることでかぶれを防止でき、防水
性を有する素材を用いることで濡れに強くでき、伸縮性を有する素材を用いることでフィ
ット感や押圧効果が得られる。また、湿布材やアロマ成分、美容液等を含ませることで肌
を守る、肌の美容効果を高めるなどの複合効果が得られる。また、微弱電流を肌に流すこ
とにより皮膚下の繊維芽細胞を活性化することが出来ると言われている。そのようなこと
から、保持部に、例えばコットンや絹、吸水性ポリマー、スポンジ材などを組み合わせ、
水分や美容液、乳液、塩水、ミネラルなどを含ませて体や顔を広く覆う、要部を覆うなど
して、肌の皺を解消したり、ハリを回復したり、肌の新陳代謝を促すことが期待できる。
また、電極の劣化を考慮し、使用前に溶液を塗る、溶液で浸すなどして皮膚に貼り付けて
もよい。さらに、上記の成分を前もって吸収乾燥させた状態にしておき、使用前に水など
で活性化させて使用するようにしてもよい。
【００９１】
　なお、保持部ではなく、基部や電極部周辺を例えばコットンや絹、吸水性ポリマー、ス
ポンジ材などを組み合わせることで、基部や電極部周辺に、水分や美容液、乳液、塩水、
ミネラルなどの溶液を含ませて顔の全体をマスキングしたり、要部を覆うことにより皺を
解消したり、ハリを回復したり、肌の新陳代謝を促すことが期待できる。保持部素材の全
体にこれらの溶液を含ませた状態にして、基部や電極部を介して、溶液を皮膚に浸透させ
る方法としてもよいが、基部周辺を囲むように溶液をしみこませた溶液部を保持部に設け
て、使用時に基部を保持部に貼り付けて皮膚に貼る構造でも良い。
【００９２】
　＜実施形態２の変形例１＞
　図２０は、実施形態２の変形例１に係る微弱電流具１００ｇの一例を示す図である。微
弱電流具１００ｇは、保持部６０ｇが、前述微弱電流具１００ｆと異なる。保持部６０ｇ
は図示のように一例としてサポートで構成される。
【００９３】
　保持部６０ｇは、配置部６１ｆと、肌部６２ｇと、バンド部６３ｇとを含む。肌部６２
ｇは、ここでは、接着剤ないし粘着剤を含まなくてもよい。微弱電流具１００ｇは、バン
ド部６３ｇによって使用者の対象部位と接触する状態に置かれる。
【００９４】
　より具体的には、肌部６２ｇの相対する両端部を連結するバンド部６３ｇによって、微
弱電流具１００ｇが使用者の対象部位と接触する状態に保持される。バンド部６３ｇは、
肌部６２ｇの両端部を連結するものであればよく、一例として、図示のように３つの細帯
状のバンドを含んで構成される。
【００９５】
　なお、バンド部は、幅広でもよく、紐状でもよく、ゴムバンドのようなものでもよい。
さらには、面テープ、ボタン、粘着テープなどで止めてもよく、適度な伸縮性を有し、着
脱が可能なものであれば良い。
【００９６】
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　＜実施形態３＞
　図２１～図２３は実施形態３に係る微弱電流具１００ｈの例を示す図で、図２４～図２
５は微弱電流具１００ｈの横断面の例を示す図である。
【００９７】
　微弱電流具１００ｈは、皮膚などに微弱電流を流すもので、肌に接触させて使用する。
微弱電流具１００ｈは、互いに電位差を有し、電気的に接続される第１電極部１０ｈ及び
第２電極部２０ｈの２種類の電極部を含み、これらの電極部と肌とで電気的閉回路を形成
して肌に微弱電流を流す。以下では、微弱電流具１００ｈにおいて、この２種類の電極部
と、２種類の電極部を電気的に接続する導電部と、２種類の電極部を肌側で絶縁する絶縁
部を含む部分を微弱電流部ともいう。微弱電流部は、基部５０ｈに設置される。
【００９８】
　一例として、第１電極部１０ｈは、金、白金又は銅等の第１金属を主として含む電極箔
である。第２電極部２０は、第１電極部に含まれる金属より低い電位を有する第２金属を
主として含む電極箔である。第２金属は、亜鉛、チタン、アルミニューム、ステンレス又
は銅等である。第１電極部１０ｈ及び第２電極部２０ｈは、導電性の金属を含む導電部３
０ｈによって電気的に接続される。
【００９９】
　第１電極部１０ｈ、第２電極部２０ｈ及び導電部３０ｈは、基部５０ｈに設置される。
基部５０ｈは、一例として、図２１に示すように筒状のサポータで構成されてもよい。基
部５０ｈは伸縮性を有し、例えば、ゴムが織り込んである。微弱電流具１００ｈは、基部
５０ｈによって対象部位と接触する状態に置かれる。基部５０ｈは伸縮性を有するため、
図示のようにひざ等の関節にも使用できる。
【０１００】
　基部５０ｈは、下着、タイツ、ショーツ、レギンス、靴下、手袋、ヘッドマスク等の被
服で構成されてもよい。一例として、図２２及び図２３に示すように、基部５０ｉは、下
着（インナーウェア）で構成される。基部５０ｈは、上半身と下半身が別々のものでもよ
いし、上半身と下半身が一体化されたものでもよい。好ましくは、基部５０ｈは伸縮性を
有し、基部５０ｈよって微弱電流具１００ｈが対象部位と接触する状態に置かれる。
【０１０１】
　一例として、第１電極部１０ｈ、第２電極部２０ｈ及び導電部３０ｈは、接着剤（粘着
剤）によって基部５０ｈに設置される。第１電極部１０ｈと第２電極部２０ｈの間には、
絶縁部４０ｈが設けられる。
【０１０２】
　他の一例として、第１電極部１０ｈ、第２電極部２０ｈ、導電部３０ｈ及び絶縁部４０
ｈは、前述実施形態１ないしその変形例のいずれかの例で形成されてもよい。そして、こ
れらが設置される基部５０ｈは、下着、タイツ、ショーツ、レギンス、靴下、手袋、ヘッ
ドマスク等の被服で構成される。
【０１０３】
　図２４に示すように、絶縁部４０ｈは第２電極部２０ｈと一体に形成されてもよい。こ
の場合、第２電極部２０ｈは、図示のように両側に絶縁部４０を有してもよいし、図示し
ないが第１電極部１０ｈと相対する側にのみ絶縁部４０ｈを有してもよい。
【０１０４】
　基部５０ｈに導電部３０ｈを貼り付けて設置し、その上に第１電極部１０ｈと絶縁部４
０ｈを有する第２電極部２０ｈを貼り付けて設置することで微弱電流具１００ｈが形成さ
れる。
【０１０５】
　なお、第１電極部１０ｈが絶縁部４０ｈを有し、第２電極部２０ｈが絶縁部４０ｈを有
しない構成でもよい。第１電極部１０ｈ及び第２電極部２０ｈの両方が絶縁部４０ｈを有
する構成でもよい。
【０１０６】
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　図２５に示すように、絶縁部４０ｈは、第１電極部１０ｈ及び第２電極部２０ｈと独立
して構成され、これらの部分がそれぞれ導電部３０ｈに貼り付けて載置されてもよい。
【０１０７】
　＜実施形態４＞
　図２６～図２７は実施形態４に係る微弱電流具１００ｉの例を示す図である。
【０１０８】
　微弱電流具１００ｉは、基部５０ｉが電極部毎に独立して形成される。一例として、図
２６に示すように、第１電極部１０と絶縁部４０ｃとが一体に設置される基部５０ｉと、
第２電極部２０と絶縁部４０ｃとが一体に設置される基部５０ｉとがそれぞれ独立に形成
される。そして、独立して形成される複数の基部５０ｉは、接着剤（粘着剤）ないし面テ
ープなどで保持部６０ｉに取外し可能に貼り付けられる。前述の基部５０ｂと同様に、基
部５０ｉは導電部３０ｉを兼ねてもよい。第１電極部１０、第２電極部２０及び絶縁部４
０ｃは前述しており、ここでは説明を省略する。
【０１０９】
　他の例として、図２７に示すように、第１電極部１０が設置される基部５０ｉと、第２
電極部２０が設置される基部５０ｉと、絶縁部４０ｃが設置される基部５０ｉがそれぞれ
独立に形成されてもよい。そして、独立して形成される複数の基部５０ｉは、接着剤（粘
着剤）ないし面テープなどで保持部６０ｉに取外し可能に貼り付けられる。
【０１１０】
　保持部６０ｉは、筒状のサポータで構成されてもよいし、下着、タイツ、ショーツ、レ
ギンス、靴下、手袋、ヘッドマスク等の被服で構成されてもよい。
【０１１１】
　微弱電流具１００ｉは、そのまま洗濯などで水に浸されても、発生するのは微弱電流な
ので、問題とならない。
【０１１２】
　＜実施形態５＞
　図２８は、実施形態５に係る微弱電流具１００ｊの一例を示す図である。微弱電流具１
００ｊは、第１電極部１０ｊ及び第２電極部２０ｊは前述のいずれか例であり、導電部及
び保持部が前述例と異なる。
【０１１３】
　導電部３０ｊは、第１電極導電部３１ｊと、第２電極導電部３２ｊと、接続部３３ｊと
、導電本体部３４ｊとを含む。第１電極導電部３１ｊは、基部５０の裏側面５２に設けら
れ、第１電極部１０と電気的に接続している。第２電極導電部３２ｊは、基部５０の裏側
面５２に設けられ、第２電極部２０と電気的に接続している。好ましくは、第１電極導電
部３１ｊと第２電極導電部３２ｊは同構造の部材である。
【０１１４】
　接続部３３ｊは、保持部６０ｊの配置部６１ｊの肌側面に設置される。接続部３３ｊは
、第１電極導電部３１ｊ及び第２電極導電部３２ｊを合わせた数だけ、これらと対応した
位置に設置される。第１電極導電部３１ｊと第２電極導電部３２ｊは、それぞれ接続部３
３ｊと接続できる。一例として、第１電極導電部３１ｊと第２電極導電部３２ｊは、鉤ホ
ックにおける鉤（フック）であり、接続部３３ｊは鉤ホックにおける受け金（アイ）であ
る。
【０１１５】
　導電本体部３４ｊは、複数の接続部３３ｊを接続する部分であり、保持部６０ｊの配置
部６１ｊの肌側面に設置される。
【０１１６】
　保持部６０ｊは、筒状のサポータで構成されてもよいし、下着、タイツ、ショーツ、レ
ギンス、靴下、手袋、ヘッドマスク等の被服で構成されてもよい。
【０１１７】
　微弱電流具１００ｊは、導電部３０ｊを、基部５０ｊ側設置部分と、保持部６０ｊ側設
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置部分とに分けて着脱可能に構成することで、電極部と基部を保持部から取外し可能に構
成できる。電極部を取り外せるため、洗濯の際に外しておくことで、電極部の劣化を防止
できる。
【０１１８】
　＜実施形態５の変形例１＞
　図２９は、実施形態５の変形例１に係る微弱電流具１００ｋの一例を示す図である。微
弱電流具１００ｋは、導電部が前述微弱電流具１００ｊと異なる。導電部３０ｋは、接続
穴３５ｋと、接続ピン３６ｋとを含む。
【０１１９】
　接続穴３５ｋは、基部５０における第１電極部１０と第２電極部２０が相対する位置に
対に設けられ、第１電極部１０の根元部及び第２電極部の根元部とそれぞれ接続するよう
に設けられる。
【０１２０】
　接続ピン３６ｋは、一対のピンを有する。接続ピン３６ｋの一対のピンが、対に設けら
れた接続穴３５ｋに差し込むことで、第１電極部１０と第２電極部２０が電気的に接続さ
れる。
【０１２１】
　微弱電流具１００ｋは、導電部３０ｋを、基部５０側設置部分と、保持部６０ｊ側設置
部分とに分けて着脱可能に構成することで、電極部と基部を保持部から取外し可能に構成
できる。電極部を取り外せるため、洗濯の際に外しておくことで、電極部の劣化を防止で
きる。
【０１２２】
　＜実施形態６＞
　図３０は実施形態６に係る微弱電流具１００ｍの一例を示す図で、図３１はその横断面
を示す模式図である。微弱電流具１００ｍは、本体部１０１ｍに被覆部１０２ｍが被さっ
て構成される。
【０１２３】
　本体部１０１ｍは、好ましくは、ベルト状に形成される。本体部１０１ｍは、長手方向
の両端部に対となって機能する連結部が設けられる。一例として、本体部１０１ｍは、長
手方向の両端が他の部分より幅が狭くなっており、そのうちの一端の肌側面に面ファスナ
ーのフック面である連結部１０１１ｍが設けられ、他端の裏側面に面ファスナーのループ
面である連結部１０１２ｍが設けられて、両者を重ね合わせることで対象部位に微弱電流
具ｍを留めることができる。
【０１２４】
　本体部１０１ｍは、中央部分に第１電極部１０ｍが設けられる。第１電極部１０ｍは、
本体部１０１ｍの長手方向に沿って設置され、好ましくは図示のように略長方形に形成さ
れる。なお、略楕円形等に形成されてもよい。本体部１０１ｍは、第１電極部１０ｍの略
中央部分を渡るように、接着部７１ｍが設けられる。第１電極部１０ｍが２つの部分が中
央部分を残して左右に分かれて構成され、この中央部分に接着部７１ｍが設けられてもよ
い。接着部７１ｍは、例えば、面ファスナーのフック面である
【０１２５】
　本体部１０１ｍは、第１電極部１０ｍの長手方向の両端から所定距離離れた位置に、肌
側面に接着部７３ｍ及び接着部７５ｍがそれぞれ設けられる。接着部７３ｍ及び接着部７
５ｍは、例えば、面ファスナーのフック面である。
【０１２６】
　被覆部１０２ｍは、マスク状のもので、第１電極部１０ｍに対応した形状にこれよりや
や大きく形成される。被覆部１０２ｍは、絶縁性を有する素材から形成される。被覆部１
０２は、複数の第２電極部２０ｍが所定の距離離れて設けられる。
【０１２７】
　被覆部１０２ｍは、第２電極部２０ｍと所定距離離れた位置に窓部１０２１ｍが設けら
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れる。窓部１０２１ｍは、好ましくは、第２電極部２０ｍの数だけ設けられ、１つの第２
電極部２０ｍと１つの窓部１０２１ｍが対となるように設けられる。
【０１２８】
　被覆部１０２ｍは、中央部分の裏側面に前述接着部７１ｍと対応する接着部７２ｍが設
けられる。また、被覆部１０２ｍは、長手方向の両端の裏側面に前述接着部７３ｍ及び前
述接着部７５ｍとそれぞれ対応する接着部７４ｍ及び接着部７６ｍが設けられる。接着部
７２ｍ、接着部７４ｍ及び接着部７６ｍは、例えば、面ファスナーのループ面である。
【０１２９】
　図示のように、本体部１０１ｍの上（肌側面）に被覆部１０２ｍを重ねると、それぞれ
の窓部１０２１ｍから第１電極部１０ｍの一部が露出して、第２電極部２０ｍと隣合うよ
うになる。また、隣合う第１電極部１０ｍ及び第２電極部２０ｍの間の被覆部１０２ｍが
絶縁部４０ｍとして機能する。なお、導電部は、第１電極部１０ｍ又は第２電極部２０ｍ
で兼ねることができる。
【０１３０】
　微弱電流具１００ｍは、このように構成することで、対象部位に着脱自在に形成できる
。
【０１３１】
　なお、第１電極部１０ｍ及び第２電極部２０ｍは、実施形態１ないしその変形例におけ
る構成に形成されてもよい。この場合は、例えば、前述本体部は本体基部とこの本体基部
に設置される第１電極部１０を含み、前述被覆部は被覆基部とこの被覆基部に設置される
第２電極部２０を含むことになる。そして、被覆基部は、本体基部から着脱可能となる。
【０１３２】
　以上、本発明に係る微弱電流具の実施形態について説明したが、これらは本発明の一例
に過ぎず、本発明はこれらに限定されるものではない。本発明には、以上の各実施形態や
その変形例を組み合わせた形態や、さらに様々な変形例が含まれる。
【０１３３】
　例えば、図３２は本発明の他の例に係る微弱電流具を示す図であり、図示のように、微
弱電流具１００ｎは、第１電極部１０ｎ、第２電極部２０ｎ及び導電部３０ｎを前述何れ
かの例で形成し、基部５０ｎを前述何れかの例で形成した上に、基部５０ｎに更にバンド
部５３ｎを設けてもよい。基部５０ｎは、図示のように一例としてサポートで構成される
。基部５０ｎの相対する両端部を連結するバンド部５３ｎによって、微弱電流具１００ｎ
が使用者の対象部位と接触する状態に保持される。バンド部５３ｎは、基部５０ｎの両端
部を連結するものであればよく、その形状等は限定されない。
【０１３４】
　なお、上記の記載に基づいて、当業者であれば、本発明の追加の効果や種々の変形を想
到できるかもしれないが、本発明の態様は、上述した実施形態に限定されるものではない
。特許請求の範囲に規定された内容及びその均等物から導き出される本発明の概念的な思
想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更及び部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　　　　　　　　　　　　　　　第１繊維
　１０、１０ｄ、１０ｈ、１０ｍ　　第１電極部
　１１　　　　　　　　　　　　　　突出部
　１２　　　　　　　　　　　　　　根元部
　２、２ａ　　　　　　　　　　　　第２繊維
　２０、２０ｄ、２０ｈ、２０ｍ　　第２電極部
　２１　　　　　　　　　　　　　　突出部
　２２、２２ａ　　　　　　　　　　根元部
　３　　　　　　　　　　　　　　　導電線
　３０、３０ｂ、３０ｈ、３０ｉ　　導電部
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　３１ｊ　　　　　　　　　　　　　第１電極導電部
　３２ｊ　　　　　　　　　　　　　第２電極導電部
　３３ｊ　　　　　　　　　　　　　接続部
　３４ｊ　　　　　　　　　　　　　導電本体部
　３５ｋ　　　　　　　　　　　　　接続穴
　３６ｋ　　　　　　　　　　　　　接続ピン
　４ｃ　　　　　　　　　　　　　　絶縁糸
　４０、４０ｂ、４０ｃ、４０ｍ　　絶縁部
　４１ｃ　　　　　　　　　　　　　突出部
　４２ｃ　　　　　　　　　　　　　根元部
　５０、５０ｂ、５０ｈ、５０ｉ　　基部
　５１　　　　　　　　　　　　　　肌側面
　５２　　　　　　　　　　　　　　裏側面
　６０ｆ、６０ｇ　　　　　　　　　保持部
　６１ｆ、６１ｇ　　　　　　　　　配置部
　６２ｆ、６２ｇ　　　　　　　　　肌部
　６３ｇ　　　　　　　　　　　　　バンド部
　１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆ、１００ｇ、
１００ｈ、１００ｉ、１００ｊ、１００ｋ、１００ｍ　　微弱電流具
　１０１ｍ　　　　　　　　　　　　本体部
　１０２ｍ　　　　　　　　　　　　被覆部
　１０２１ｍ　　　　　　　　　　　窓部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】

【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】

【図３２】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月24日(2019.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌に接触させて使用する微弱電流具であって、
　基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含み、
　前記微弱電流部は、
　第１電極部と第２電極部の２種類の電極部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部との間の前記導電部を肌側で絶縁する絶縁部と、を含
み、
　前記第１電極部は、所定の電位を有する第１物質を含む第１繊維を含み、
　前記第２電極部は、前記第１物質と異なる電位を有する第２物質を含む第２繊維を含み
、
　前記第１繊維または前記第２繊維は、金線、金属繊維または金属がメッキされた繊維で
ある
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項２】
　請求項１に記載の微弱電流具であって、
　前記第１繊維及び前記第２繊維は、前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の微弱電流具であって、
　前記絶縁部は、前記第１電極部と前記第２電極部との間に絶縁性を有する糸である絶縁
糸が前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記第１繊維及び前記第２繊維は、線径または断面最大幅が１０μｍ～３００μｍであ
る
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記導電部は、前記第１繊維又は前記第２繊維の、前記基部から肌側に突出する部分で
ある突出部以外の部分である根元部で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記第１電極部及び前記第２電極部は、絶縁性を有する糸である絶縁糸を含み、
　前記絶縁糸は、前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、導電性を有する導電物質を含み、
　前記導電部は、前記基部が兼ねている
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　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、可撓性を有するシート状の素材で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１０】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、接着剤又は粘着剤が設けられた貼付けテープである
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の微弱電流具であって、
　前記電極部は、前記保持部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、前記電極部毎に独立して形成される複数の部分で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記絶縁部は、前記第１電極部及び前記第２電極部の一方又は双方と一体に形成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１５】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　２つの前記基部を含み、
　前記基部は、本体基部と、被覆基部とを含み、
　前記第１電極部は、前記本体基部に設置され、
　前記第２電極部は、前記被覆基部に設置され、
　前記被覆基部は、前記本体基部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【手続補正書】
【提出日】令和2年2月10日(2020.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肌に接触させて使用する微弱電流具であって、
　基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含み、
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　前記微弱電流部は、
　第１電極部と第２電極部の２種類の電極部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部との間の前記導電部を肌側で絶縁する絶縁部と、を含
み、
　前記第１電極部は、所定の電位を有する第１物質を含む第１繊維を含み、
　前記第２電極部は、前記第１物質と異なる電位を有する第２物質を含む第２繊維を含み
、
　前記第１繊維または前記第２繊維は、金線、金属繊維または金属がメッキされた繊維で
あり、
　前記第１繊維及び前記第２繊維は、前記基部から肌側に突出して設けられ、
　前記第１繊維は線径または断面最大幅が１０μｍ～５００μｍで、前記第２繊維は線径
または断面最大幅が１０μｍ～３００μｍであり、
　前記絶縁部は、前記第１電極部と前記第２電極部との間に絶縁性を有する糸である絶縁
糸が前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項２】
　請求項１に記載の微弱電流具であって、
　前記導電部は、前記第１繊維又は前記第２繊維の、前記基部から肌側に突出する部分で
ある突出部以外の部分である根元部で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の微弱電流具であって、
　前記第１電極部及び前記第２電極部は、絶縁性を有する糸である絶縁糸を含み、
　前記絶縁糸は、前記基部から肌側に突出して設けられる
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項４】
　請求項１に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、導電性を有する導電物質を含み、
　前記導電部は、前記基部が兼ねている
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、可撓性を有するシート状の素材で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、接着剤又は粘着剤が設けられた貼付けテープである
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項８】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　保持部を含み、
　前記保持部は、サポータ又は被服で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項９】
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　請求項８に記載の微弱電流具であって、
　前記電極部は、前記保持部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記基部は、前記電極部毎に独立して形成される複数の部分で構成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載の微弱電流具であって、
　前記絶縁部は、前記第１電極部及び前記第２電極部の一方又は双方と一体に形成される
　ことを特徴とする微弱電流具。
【請求項１２】
　肌に接触させて使用する微弱電流具であって、
　基部と、前記基部に設置される微弱電流部とを含み、
　前記微弱電流部は、
　第１電極部と第２電極部の２種類の電極部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部とを電気的に接続する導電部と、
　前記第１電極部と前記第２電極部との間の前記導電部を肌側で絶縁する絶縁部と、を含
み、
　前記第１電極部は、所定の電位を有する第１物質を含む第１繊維を含み、
　前記第２電極部は、前記第１物質と異なる電位を有する第２物質を含む第２繊維を含み
、
　前記第１繊維または前記第２繊維は、金線、金属繊維または金属がメッキされた繊維で
あり、
　２つの前記基部を含み、
　前記基部は、本体基部と、被覆基部とを含み、
　前記第１電極部は、前記本体基部に設置され、
　前記第２電極部は、前記被覆基部に設置され、
　前記被覆基部は、前記本体基部から着脱可能である
　ことを特徴とする微弱電流具。
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